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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レジスト樹脂を含有する現像廃液含有原水を、浸漬膜を用いて活性汚泥処理を行う浸漬
膜活性汚泥処理工程を含む水処理方法であって、
　前記浸漬膜活性汚泥処理工程の前に、前記現像廃液含有原水のｐＨを５．５～７の範囲
に調整し、無機凝集剤を添加した後に、高分子凝集剤を添加する凝集分離処理工程を含む
ことを特徴とする水処理方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の水処理方法であって、
　前記浸漬膜活性汚泥処理工程における負荷を０．４～１．５ｋｇＢＯＤ／ｍ３／ｄａｙ
の範囲とすることを特徴とする水処理方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の水処理方法であって、
　前記浸漬膜活性汚泥処理工程における汚泥濃度を３，０００～１０，０００ｍｇ／Ｌの
範囲とすることを特徴とする水処理方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の水処理方法であって、
　逆浸透膜を用いて、前記活性汚泥処理を行った生物処理水の分離処理を行う逆浸透膜処
理工程をさらに含むことを特徴とする水処理方法。
【請求項５】
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　レジスト樹脂を含有する現像廃液含有原水を、浸漬膜を用いて活性汚泥処理を行う浸漬
膜活性汚泥処理手段を備える水処理装置であって、
　前記浸漬膜活性汚泥処理手段の前段に、前記現像廃液含有原水のｐＨを５．５～７の範
囲に調整し、無機凝集剤を添加した後に、高分子凝集剤を添加する凝集分離処理手段を備
えることを特徴とする水処理装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の水処理装置であって、
　前記浸漬膜活性汚泥処理手段における負荷を０．４～１．５ｋｇＢＯＤ／ｍ３／ｄａｙ
の範囲とすることを特徴とする水処理装置。
【請求項７】
　請求項５または６に記載の水処理装置であって、
　前記浸漬膜活性汚泥処理手段における汚泥濃度を３，０００～１０，０００ｍｇ／Ｌの
範囲とすることを特徴とする水処理装置。
【請求項８】
　請求項５～７のいずれか１項に記載の水処理装置であって、
　逆浸透膜を用いて、前記活性汚泥処理を行った生物処理水の分離処理を行う逆浸透膜処
理手段をさらに備えることを特徴とする水処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体製造工程または液晶パネル製造工程などの電子産業から排出される現
像廃液含有原水を浸漬膜活性汚泥処理により処理する水処理方法および水処理装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体製造工程や液晶パネル製造工場などの電子産業工場、化学工場、自動車工
場などで大量の製造水、純水、超純水などが利用されており、工業用水の取水制限、水資
源確保、排水放流先への環境影響、下水料金の高騰などから工場内で排水を回収再利用す
る検討が進められている。
【０００３】
　現状、上記の工場内の排水回収処理として、生物処理後に逆浸透膜（ＲＯ膜）処理を行
って水を回収再利用するケースが増えつつあるが、本処理法では微生物または代謝産物な
どによるＲＯ膜の目詰まりが早く、フラックスが急速に低下することが課題となっている
（例えば、特許文献１参照）。ＲＯ膜の目詰まりが生じると、頻繁にアルカリ洗浄などを
行う必要が有り、運転管理上、およびランニングコスト上の大きな課題となる。そこで、
ＲＯ膜の通水をアルカリで運転する方法などが提案されている（特許文献２参照）が、常
にアルカリ運転を実施することによるランニングコストの上昇、ＲＯ膜の寿命、および本
法でも薬品洗浄を実施する必要があり、運用上の課題となっている。
【０００４】
　一方、従来、レジスト由来の樹脂を若干含有するＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニウム
ハイドロオキサイド）現像廃液の処理方法や排水回収処理方法が、各種方法（生物処理、
イオン交換樹脂、膜処理など）として提案されている（特許文献３～６参照）。
【０００５】
　上記背景において、浸漬膜活性汚泥処理を工場内の排水回収で使用する検討が開始され
ており、各種模擬排水と実排水を用いて適用検討を進めた結果、排水によっては浸漬膜の
目詰まりが顕著に早くなる現象が見受けられた。
【０００６】
　そこで、本発明者らは、浸漬膜の目詰まりの原因について、汚泥性状、汚泥粘度、汚泥
負荷などの運転条件、および原水に含まれる成分について鋭意検討した。この結果、模擬
排水と実排水の運転比較評価から活性汚泥の状態や原水中の有機物の種類、濃度よりも、
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実排水に含まれている濁質が浸漬膜の目詰まりに大きく影響する可能性を見出した。浸漬
膜の目詰まりの詳細なメカニズムは不明であるが、実排水に含有されるレジスト由来の樹
脂、さらには顔料、色素系由来の濁質と推定される。
【０００７】
　なお、排水回収の原水に現像排液も一部含有され、レジスト樹脂由来の濁質が含まれる
と推測されたが、従来の現像排液の単独処理、水回収によりレジスト由来の濁質を含む排
液の処理でも膜処理、イオン交換処理が実施されており、本ケースでは、さらに他種の排
水で数十倍に混合希釈されていることから、浸漬膜活性汚泥処理の適用において問題があ
るとは考えられてこなかった。
【０００８】
　従来のレジスト樹脂含有原水の処理において、レジスト樹脂を析出させてから膜処理す
ることも考えられるが、本法において、析出したＳＳでの膜の詰まりによる運転の安定性
は大きな問題とは認識されていない。また、膜表面の汚染防止に振動型の膜を使うことが
提案されているが、大流量の処理において振動型の膜処理の設置は、規模的、経済的な面
で現実的な方法ではない。
【０００９】
　浸漬膜が目詰まりを起こした場合、活性汚泥内に浸漬したまま次亜塩素酸などを注入す
るインライン洗浄、または浸漬膜を生物反応槽内から取り出して次亜塩素酸、クエン酸な
どに漬けおき洗浄することが必要となる。薬品洗浄実施のタイミングは、通常、浸漬膜の
吸引圧力の差圧が３０～５０ｋＰａ程度に達した際に行われるのが一般的であり、その頻
度は少なくとも３ヶ月以上、好ましくは６ヶ月から１年に１回が運用上好ましい。
【００１０】
【特許文献１】特開２００２－３３６８８６号公報
【特許文献２】特開２００５－８１２６８号公報
【特許文献３】特公平８－２３５号公報
【特許文献４】特開２００１－２７６８２５号公報
【特許文献５】特許第２７３０６１０号公報
【特許文献６】特開平１１－２６２７６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、浸漬膜活性汚泥処理による水処理において、浸漬膜の目詰まり、また後段で
ＲＯ膜による処理を行う場合はＲＯ膜の目詰まりが急激に生じず、現像廃液含有原水の水
処理、または水回収を安定して行うことができる水処理方法および水処理装置を提供する
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、レジスト樹脂を含有する現像廃液含有原水を、浸漬膜を用いて活性汚泥処理
を行う浸漬膜活性汚泥処理工程を含む水処理方法であって、前記浸漬膜活性汚泥処理工程
の前に、前記現像廃液含有原水のｐＨを５．５～７の範囲に調整し、無機凝集剤を添加し
た後に、高分子凝集剤を添加する凝集分離処理工程を含む水処理方法である。
【００１４】
　また、前記水処理方法において、前記活性汚泥処理におけるｐＨが、５．５～７の範囲
であることが好ましい。
【００１５】
　また、前記水処理方法において、前記凝集分離処理が、凝集加圧浮上処理であることが
好ましい。
【００１６】
　また、前記水処理方法において、逆浸透膜を用いて、前記活性汚泥処理を行った生物処
理水の分離処理を行う逆浸透膜処理工程を含むことが好ましい。
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【００１７】
　また、本発明は、レジスト樹脂を含有する現像廃液含有原水を、浸漬膜を用いて活性汚
泥処理を行う浸漬膜活性汚泥処理手段を備える水処理装置であって、前記浸漬膜活性汚泥
処理手段の前段に、前記現像廃液含有原水のｐＨを５．５～７の範囲に調整し、無機凝集
剤を添加した後に、高分子凝集剤を添加する凝集分離処理手段を備える水処理装置である
。
【００１８】
　また、前記水処理装置において、前記凝集分離処理においてｐＨ調整を行うためのｐＨ
調整手段を備えることが好ましい。
【００１９】
　また、前記水処理装置において、前記凝集分離処理手段が、加圧浮上処理手段を有する
ことが好ましい。
【００２０】
　また、前記水処理装置において、前記浸漬膜活性汚泥処理手段の後段に、逆浸透膜を有
する逆浸透膜処理手段を備えることが好ましい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明では、凝集分離処理後に浸漬膜活性汚泥処理を実施することにより、浸漬膜の目
詰まり、また後段でＲＯ膜による処理を行う場合はＲＯ膜の目詰まりが急激に生じず、現
像廃液含有原水の水処理、または水回収を安定して行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明の実施の形態について以下説明する。本実施形態は本発明を実施する一例であっ
て、本発明は本実施形態に限定されるものではない。
【００２３】
　本発明者らは、液晶パネル工場で排出される模擬排水と、実排水（模擬排水と同一組成
であるが製造工程から発生する懸濁物質（ＳＳ）を含む）を用いて、処理性能、浸漬膜の
目詰まりについて評価した。この結果、模擬排水と比較して実排水の膜目詰まりが顕著で
あることが明確になった。そこで、実排水に含有されるＳＳを凝集分離処理後に再試験を
行った結果、模擬排水通水時と同等の膜差圧に抑制できることを見出し、本発明に至った
。凝集条件も鋭意検討し、後段の生物処理の性能に影響をほとんど与えず、確実に固液分
離ができる凝集条件を見出した。本条件であれば、凝集分離処理後に再度生物処理のため
のｐＨ調整を省力し、浸漬膜の目詰まりを抑制することが可能となる。
【００２４】
　本発明の実施形態に係る水処理装置の一例の概略を図１に示し、その構成について説明
する。水処理装置１は、原水槽１０と、凝集分離処理手段である無機凝集反応槽１２、高
分子凝集反応槽１４、および凝集固液分離手段としての凝集固液分離装置１６と、凝集処
理水槽１８と、浸漬膜活性汚泥処理手段である生物反応槽２０、および浸漬膜を備える浸
漬膜ユニット２２と、生物処理水槽２４と、逆浸透膜（ＲＯ膜）を有する逆浸透膜処理手
段であるＲＯ膜分離装置２６とを備える。
【００２５】
　図１の水処理装置１において、原水槽１０の出口は原水配管２８により無機凝集反応槽
１２の入口と、無機凝集反応槽１２の出口は無機凝集水配管３０により高分子凝集反応槽
１４の入口と、高分子凝集反応槽１４の出口は高分子凝集水配管３２により凝集固液分離
装置１６の入口と、凝集固液分離装置１６の出口は凝集処理水配管３４により凝集処理水
槽１８の入口と、それぞれ接続されている。凝集処理水槽１８の出口は、ポンプ３６を介
して凝集処理水配管３８により生物反応槽２０の下部と接続されている。生物反応槽２０
には、浸漬膜ユニット２２が設置され、浸漬膜ユニット２２の浸漬膜は、吸引ポンプ４０
を介して生物処理水配管４２により生物処理水槽２４と接続されている。生物処理水槽２
４の出口は、フィルタ４４、ポンプ４６を介して生物処理水配管４８により、ＲＯ膜分離
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装置２６の入口に接続されている。ＲＯ膜分離装置２６の出口には、処理水配管５０が接
続されている。また、生物処理水槽２４の下部は、必要に応じて、逆洗手段である逆洗ポ
ンプ５２を介して逆洗配管５４により生物処理水配管４２の途中の吸引ポンプ４０下流側
に接続されていてもよい。生物反応槽２０の底部には、曝気手段であるコンプレッサ５６
が曝気配管５８により接続されている。
【００２６】
　本実施形態に係る水処理方法及び水処理装置１の動作について説明する。
【００２７】
＜凝集分離処理工程＞
　図１の水処理装置１において、現像廃液含有原水（以下、単に「原水」と呼ぶ場合があ
る）は、原水槽１０に流入した後、原水配管２８を通して無機凝集反応槽１２に送液され
る。無機凝集反応槽１２において、無機凝集剤が添加され、レジスト由来の樹脂などの無
機凝集反応が行われる（無機凝集反応工程）。無機凝集反応槽１２では、図示しないｐＨ
調整手段であるポンプなどによりｐＨ調整剤が添加され、凝集分離処理におけるｐＨが調
整されることが好ましい。このあと、無機凝集処理された無機凝集水は、無機凝集水配管
３０を通して高分子凝集反応槽１４に送液される。高分子凝集反応槽１４において、高分
子凝集剤が添加され、高分子凝集反応が行われる（高分子凝集反応工程）。高分子凝集処
理された高分子凝集水は、高分子凝集水配管３２を通して凝集固液分離装置１６に送液さ
れ、凝集固液分離装置１６において、凝集固液分離処理が行われて、凝集処理水が得られ
る（凝集固液分離処理工程）。凝集固液分離処理工程においては、加圧浮上処理手段であ
る加圧浮上装置により固液分離が行われることが好ましい。
【００２８】
＜浸漬膜活性汚泥処理工程＞
　凝集処理水は、ポンプ３６により凝集処理水配管３８を通して、生物反応槽２０に送液
される。生物反応槽２０には、好気性の活性汚泥が存在する。一方、生物反応槽２０の底
部から、コンプレッサ５６からの空気が曝気配管５８を通して送気されている。生物反応
槽２０において、活性汚泥により原水中の有機物の分解処理が行われる（浸漬膜活性汚泥
処理工程）。浸漬膜ユニット２２の浸漬膜は吸引ポンプ４０により吸引され、固液分離が
行われる（固液分離工程）。固液分離された生物処理水は、生物処理水配管４２を通して
、生物処理水槽２４に送液される。必要に応じて、所定の間隔で、生物処理水槽２４の生
物処理水の少なくとも一部は逆洗水として、逆洗ポンプ５２により逆洗配管５４、生物処
理水配管４２を通して浸漬膜ユニット２２の浸漬膜に送液され、浸漬膜が逆洗されてもよ
い。
【００２９】
＜逆浸透膜処理工程＞
　生物処理水を回収、再利用する場合には、さらにポンプ４６によりフィルタ４４を経由
して生物処理水配管４８を通してＲＯ膜分離装置２６に送液され、ＲＯ膜分離装置２６に
おいて、ＲＯ膜によりＲＯ膜処理が行われる（逆浸透膜処理工程）。ＲＯ膜処理された処
理水は処理水配管５０を通して系外に排出される。
【００３０】
＜適用可能な原水＞
　本実施形態において、適用可能な現像廃液含有原水のＴＯＣ濃度は、水回収向けでは例
えば、２０００ｍｇＣ／Ｌ以下、ＢＯＤ濃度は、例えば、５００ｍｇ／Ｌ以下である。ま
た、水回収向け以外では例えば、ＴＯＣ濃度は１５００ｍｇＣ／Ｌ以下、ＢＯＤ濃度は３
０００ｍｇ／Ｌ以下である。
【００３１】
　適用可能な原水は、例えば、半導体工場、液晶パネル工場、その他の工場から排出され
るレジスト樹脂（通常、ｐＨ中性条件で析出、アルカリ条件では溶解している）などのＳ
Ｓを含む排水である。これらの排水に含有される成分の主なものとして、２－アミノエタ
ノール、２－プロパノール、ＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニウムヒドロキシド）、コリ
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ン、ＤＭＳＯ（ジメチルスルホキシド）、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、酢酸、シュウ酸
などの有機酸、界面活性剤などがあるが、含有成分はこれらの物質に限定されるものでは
ない。主に、フォトレジストなどのレジストを用いる工程からのレジスト樹脂を含む現像
廃液含有排水に好適である。レジスト樹脂としては、フォトレジストなどのレジストに用
いられる樹脂であればよく特に制限はない。フォトレジストの種類としては露光された部
分が現像液に可溶になる（エッチングされる）ポジ型フォトレジストや露光された部分が
現像液に不溶になるネガ型フォトレジストがある。
【００３２】
＜凝集分離処理条件＞
　無機凝集処理においては、通常の凝集処理に使用されるポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ
）などの無機凝集剤を用いて、５０～５００ｍｇ／Ｌ程度の濃度で実施することができる
。
【００３３】
　高分子凝集処理においては、通常の凝集処理に使用されるアニオンポリマなどの高分子
凝集剤を用いて、１～１０ｍｇ／Ｌ程度の濃度で実施することができる。
【００３４】
　凝集処理（無機凝集反応工程、高分子凝集反応工程）におけるｐＨは、通常は５．５～
８．０の範囲であるが、本方法では、通常よりｐＨが弱酸性の５．５～７の範囲であるこ
とが好ましく、６～６．５の範囲であることがより好ましい。ｐＨ５．５～７の範囲で凝
集状態が良好となる傾向にある。おそらく、レジストが酸性でより析出しやすくなるため
と考えられる。本範囲であれば、凝集分離処理後に活性汚泥処理のためのｐＨ調整を再度
行うのを省力することが可能となる。
【００３５】
　ｐＨ調整剤としては、塩酸などの酸、または苛性ソーダなどのアルカリを用いることが
できる。
【００３６】
　凝集処理後の凝集固液分離手段としては、沈殿池、加圧浮上処理、膜処理などが使用で
きるが、経済性、凝集状態などの点から、加圧浮上が好ましい。
【００３７】
＜浸漬膜活性汚泥処理条件＞
　浸漬膜活性汚泥処理における生物反応槽２０の処理条件としては、汚泥濃度が１０，０
００ｍｇ／Ｌ以下、好ましくは、３，０００～８，０００ｍｇ／Ｌの範囲、汚泥粘度が６
０ｍＰａ・ｓ以下、好ましくは、５０ｍＰａ・ｓ以下、生物反応槽２０の負荷が１．５ｋ
ｇＢＯＤ／ｍ３／ｄａｙ以下、好ましくは０．４～１．０ｋｇＢＯＤ／ｍ３／ｄａｙの範
囲で運転することが好ましい。
【００３８】
　汚泥濃度が１０，０００ｍｇ／Ｌを超えると汚泥の粘度が急激に上昇し、浸漬膜が目詰
まる場合があり、３，０００ｍｇ／Ｌ未満であると汚泥当たりのＢＯＤ負荷が高くなり、
処理水質が悪化する場合がある。汚泥粘度が６０ｍＰａ・ｓを超えると汚泥の粘度が急激
に上昇し、浸漬膜が目詰まる場合がある。また、生物反応槽２０の負荷が１．５ｋｇＢＯ
Ｄ／ｍ３／ｄａｙを超えると処理水質の悪化と浸漬膜の目詰まりが起こる場合があり、０
．４ｋｇＢＯＤ／ｍ３／ｄａｙ未満であると浸漬膜の目詰まりが起き、また生物反応槽が
大きく不経済となる場合がある。
【００３９】
　生物反応槽２０における滞留時間は、１時間～２４時間の範囲であり、２～５時間の範
囲が好ましい。滞留時間が１時間未満であると処理を十分に行うことができない。２４時
間を超えると処理コストが増大する。また、フロックが分散化してしまう。
【００４０】
　生物反応槽２０における汚泥負荷（ＢＯＤ－ＳＳ負荷）については、０．００５～０．
１５ｋｇＢＯＤ／ＳＳ／ｄａｙの範囲が好ましい。汚泥負荷が０．００５ｋｇＢＯＤ／Ｓ
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Ｓ／ｄａｙ未満であると低負荷により汚泥が分散状態となり浸漬膜が目詰まる場合があり
、０．１５ｋｇＢＯＤ／ＳＳ／ｄａｙを超えると高負荷により処理水質が悪化し、また菌
の代謝産物の増加により浸漬膜が目詰まる場合がある。
【００４１】
　生物反応槽２０における液のｐＨは、５．５～７の範囲、特に５．５～６．５の範囲と
なるように調整することが好ましい。ｐＨ５．５～７の範囲であれば、凝集処理水に残留
したレジストを析出しやすくして汚泥に取り込ませることができ、かつ生物処理が可能で
ある。ｐＨが５．５未満や７を超えると生物処理性能が悪化する場合がある。前述のよう
に、凝集処理におけるｐＨを５．５～７の範囲に調整することにより、生物反応槽２０に
おける液のｐＨが５．５～７の範囲に保たれるが、必要に応じて、ｐＨ調整剤を添加して
ｐＨ調整を行ってもよい。
【００４２】
　生物反応槽２０におけるＤＯ（溶存酸素）濃度は、０．５ｍｇ／Ｌ以上、特に１．５～
３．５ｍｇ／Ｌの範囲であることが好ましい。ＤＯ濃度が０．５ｍｇ／Ｌ未満であると生
物処理性能が悪化する場合があり、３．５ｍｇ／Ｌを超えるとフロックが分散化してしま
い、また処理コストが増大して不経済となる場合がある。
【００４３】
　生物反応槽２０における栄養源としては、微生物が有機物を分解し、増殖していくため
には、窒素、リンのほか、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどのアル
カリ金属類や鉄、マンガン、亜鉛などの金属類といった微量金属類が必要となる。窒素源
としては、外部から尿素、アンモニア塩などを添加することができる。リン源としては、
外部からリン酸塩、リン酸を添加することができる。また、窒素源・リン源としては、原
水中に十分量含まれていれば外部から添加する必要はなく、また、窒素・リンを含む他の
排水を有機物含有原水に添加することでも対応することができる。微量金属類は、半導体
工場や液晶パネル工場での有機物含有原水では、不足することが多い。このため、水道水
、工業用水などの微量金属類を含む水を導入する、微量元素を含む製剤を添加するなどの
方法で補給することもできる。
【００４４】
＜浸漬膜＞
　浸漬膜は生物反応槽２０内に浸漬し、浸漬膜の吸引ろ過によって生物処理水を得ること
ができるが、生物反応槽２０の後段に別途、膜分離槽を設けて、そこに浸漬膜を浸漬する
こともできる。本実施形態では、定期的に逆洗可能な形態、代表的には中空糸膜、管状膜
などを用いることが好ましいが、平膜などを用いることもできる。平膜では端部破損のお
それがあるため逆洗が困難である。浸漬膜としては、精密ろ過膜あるいは限外ろ過膜を用
いることができる。浸漬膜の材質は、例えばポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリテ
トラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）などのフッ素系樹脂、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプ
ロピレン（ＰＰ）などが適用でき、膜の詰まりにくさなどの点からＰＶＤＦが好ましい。
膜の孔径は０．４μｍ以下、特に０．１μｍ以下が好ましい。膜の透過流速は、０．１～
０．８ｍ／ｈｒ程度で運転することができ、より好ましくは０．２～０．６ｍ／ｈｒの範
囲で運転することができる。
【００４５】
＜ＲＯ膜＞
　ＲＯ膜としては、ポリエーテルアミド複合膜、ポリビニルアルコール複合膜、芳香族ポ
リアミド膜などが使用でき、界面活性剤や微量有機物による汚染を受けにくいとされてい
る膜表面の荷電を中性とした膜（例えば、日東電工製ＬＦ－１０）や、従来の低圧ＲＯ膜
に比べて低い操作圧力で運転できる超低圧型の膜（例えば、日東電工製ＥＳ－１０）など
の適用が好ましい。これらのＲＯ膜のモジュール形状は、スパイラル型、中空糸型、管状
型など、いずれの形状でも使用できる。
【００４６】
　また、現像廃液含有原水が、非イオン性界面活性剤、ポリエチレングリコールなどを含
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む場合、ＲＯ膜が目詰まりやすいことから、そのような場合には、ＲＯ膜分離装置２６の
前段側（例えば、フィルタ４４の前段）に活性炭処理手段である活性炭処理装置を設置す
ることが好ましい。また、ＲＯ膜の前処理として孔径１０μｍ程度のフィルタ４４を設置
することが好ましい。
【００４７】
　カルシウムなどの無機分でスケールを生じる可能性がある場合、ＲＯ膜分離装置２６に
分散剤の添加手段、または軟化装置を設置することが好ましい。さらに、長期的な運転で
微生物起因のスライム発生による目詰まりを防止することを目的として、スライムコント
ロール剤（イソチアゾリン系、有機臭素系など）の添加、硫酸などによる酸ショック付与
、アルカリ運転（ｐＨ９．５以上）などを行うことができる。
【００４８】
　処理水は、工場などの冷却水、または製造用水、純水、超純水などとして再利用するこ
とができる。
【００４９】
　水回収率は、高い方が経済的に好ましいが、安定運転を可能とする有機性排水回収系と
しては、５０～９０％、好ましくは６５～７５％で運転することが好ましい。
【００５０】
　以上のように、本発明者らは、近年需要が増加している液晶パネル工場などの現像廃液
含有原水の処理、回収に浸漬膜活性汚泥を適用する場合に、非常に短期で吸引圧力が発生
するため、実用化できないという問題を明確にした。これに対して、本実施形態に係る水
処理方法および水処理装置により、凝集分離処理後に浸漬膜活性汚泥処理を実施すること
により、運転管理、薬品洗浄等によるコストの増加を解決して、運転管理が容易で、現像
廃液含有原水の浸漬膜活性汚泥処理の安定運転、および後段のＲＯ処理も含めた安定運転
が可能となる。したがって、特にＲＯ膜を組み合わせた排水回収システムにおいて有効な
方法となる。今後、現像廃液含有原水の水処理、回収は、国内、海外も含めて、水資源確
保、排水放流の観点から非常に望まれており、本実施形態に係る水処理方法および水処理
装置は非常に有用と考えられる。
【実施例】
【００５１】
　以下、実施例および比較例を挙げ、本発明をより具体的に詳細に説明するが、本発明は
、以下の実施例に限定されるものではない。
【００５２】
（実施例１、比較例１，２）
　現像廃液含有原水向けの浸漬膜適用評価を現場の実排水、模擬排水を用いて実験した。
テストには、ＰＶＤＦ製中空糸型浸漬膜を用いて、浸漬膜の吸引圧力、処理水質、後段Ｒ
Ｏ膜の目詰まりについての評価を実施した。用いた実験装置を図２に示す。
【００５３】
＜通水条件＞
　原水：電子産業工場の模擬排水、および実排水　ＴＯＣ濃度８０ｍｇＣ／Ｌ（原水ＢＯ
Ｄ濃度：２００ｍｇ／Ｌ）
　　実施例１：実排水を以下の条件で凝集処理後、ＳＳを加圧浮上により分離した水を使
用
　（凝集条件）原水にＰＡＣ１００ｍｇ／Ｌ添加後、ｐＨを６．０±０．２に調整し、ア
ニオンポリマ（オルガノ（株）製、ＯＡ－２３）１ｍｇ／Ｌ添加して凝集
　　比較例１：実排水と同じ基質、組成の模擬排水（レジスト由来のＳＳは含まず）
　　比較例２：実排水（原水のＳＳ３０ｍｇ／Ｌ）
　通水流量：１７Ｌ／ｄａｙ
【００５４】
＜実験装置＞
　生物反応槽（ＭＢＲ槽）、浸漬膜ユニット、ＲＯ膜は、以下のような実験装置を用いて
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実施した。
［生物反応槽］
　　生物反応槽容量：１Ｌ
　　膜分離槽容量：２．５Ｌ
　　ｐＨ：６前後で制御
　　水温：２０～２２℃
　　滞留時間：４．９時間
　　汚泥濃度（ＭＬＳＳ）：７，０００～８，０００ｍｇ／Ｌ
　　ＢＯＤ－ＳＳ負荷：０．１０～０．１２ｋｇＢＯＤ／ｋｇＳＳ／ｄａｙ
　　ＤＯ：１～２ｍｇＯ／Ｌ
　　送気風量：０．５Ｌ／ｍｉｎ
［浸漬膜ユニット］
　　ＰＶＤＦ製中空糸型浸漬膜（旭化成製、孔径０．１μｍ）
　　浸漬膜のフラックス：０．６ｍ／ｄａｙ
［ＲＯ膜］
　　膜：日東電工製　ＬＦ－１０　水回収率７０％
【００５５】
＜結果＞
　図３に各条件で実施した際の浸漬膜の吸引圧力を示す。比較例１と比較例２との結果か
ら、溶存している基質は同等であるにも関わらず、膜の吸引圧力の上昇が顕著に異なるこ
とを見出した。実排水を用いた比較例２では、通常実用化されているフラックス０．６ｍ
／ｄａｙで３日で薬品洗浄を必要とする差圧３０ｋＰａに達してしまい、実用化困難であ
ることが判明した。これに対し、実排水中に含有されるＳＳを凝集処理した水を用いた実
施例１では吸引圧力の上昇が抑制され、安定することを確認した。
【００５６】
　図４に、実施例１で用いた実排水と凝集分離後の凝集処理水を波長スキャンした吸光度
の結果を示す。レジストに特徴的な波長２９０ｎｍ付近のピーク（特開２００１?２１２
５９６号公報参照）が原水に見られるが、凝集処理後に大きく減じていることがわかる。
なお、吸光度の測定は、樹脂を溶解させるために、ｐＨ１２に調整してから行った。
【００５７】
　この時の実施例１と比較例２の各条件での処理水質に関してはどの系でも良好な水質で
あった。
【００５８】
　また、実施例１の処理水のＲＯ膜への通水試験も実施し、処理水質は０．９ｍｇＣ／Ｌ
と良好であり、ＲＯ膜のフラックスも安定することを確認し、実施例１の方法が特に電子
産業工場の排水回収に有効であることを確認した。
【００５９】
　このように、電子産業などで排出される排水を安定して水回収することが可能となった
。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の実施形態に係る水処理装置の一例を示す概略構成図である。
【図２】本発明の実施例で用いた水処理装置を示す概略構成図である。
【図３】本発明の実施例における、浸漬膜の吸引圧力変化を示すグラフである。
【図４】本発明の実施例１で用いた実排水と凝集分離後の凝集処理水の吸光度を示すグラ
フである。
【符号の説明】
【００６１】
　１　水処理装置、１０　原水槽、１２　無機凝集反応槽、１４　高分子凝集反応槽、１
６　凝集固液分離装置、１８　凝集処理水槽、２０　生物反応槽、２２　浸漬膜ユニット
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、２４　生物処理水槽、２６　ＲＯ膜分離装置、２８　原水配管、３０　無機凝集水配管
、３２　高分子凝集水配管、３４，３８　凝集処理水配管、３６，４６　ポンプ、４０　
吸引ポンプ、４２，４８　生物処理水配管、４４　フィルタ、５０　処理水配管、５２　
逆洗ポンプ、５４　逆洗配管、５６　コンプレッサ、５８　曝気配管。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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